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宇都宮市立旭中学校 

入学説明会 
[令和 8 年度入学予定の皆様へ] 

 

日時；令和 7 年 12 月 19 日（金）14:00～ 
会場；旭中学校体育館 2F 



令和７年度の学校経営 
【基本目標】 

人間尊重の精神を基盤に，豊かな心と個性をもち，自主性・創造性を発揮して，たくましく生きる力を培い，

広く世界を見つめながら，進んで社会の発展に貢献できる人間を育成する。 

【目指す生徒像】 

・健康でやる気のある生徒 

・自ら学び創造力のある生徒 

・心豊かで思いやりのある生徒 

 

   『世界の旭中学校 私がそれを代表する』 生徒会 

旭旭中中学学校校生生徒徒のの誓誓いい    ※※平平成成元元年年度度  生生徒徒会会でで定定めめたた 

１ 私たちは， 心をこめてあいさつをします。 

２ 私たちは， 時間を守り，自ら学習に励みます。 

３ 私たちは， 他人の気持ちを尊重し， 助け合います。 

４ 私たちは， 進んで働きます。 

５ 私たちは， 社会生活のルールを守り，自信をもって生き抜きます。 

 
【学校経営の方針】 

 ◇個人の尊重 

  一人一人の生徒、スタッフはかけがえのない存在」との考えに基づいて学校経営を推進する。 

 ◇調和のとれた教育課程 

   急激な変化や様々な困難に直面することが予測されるこれからの社会を生き抜く人間を育むた 

め、これまでの教育課程の特長を踏まえつつ新たな教育課題に対応した、知・徳・体の調和のと 

れた教育課程を編成、実施する。 

 ◇信頼される学校 

   「凡事徹底」により信頼される学校をめざす。特に安全・安心に関わる「当たり前」の徹底を 

   図る。 

◇地域とともにある学校 

   保護者や地域との円滑なコミュニケーションを基盤に、地域とともにある学校づくりを推進す 

る。 

 ◇職場改善と職員のウェルビーイングの向上 

働きやすい職場、働き甲斐のある職場」を実現し、職員のウェルビーイングとチームワークを 

  高める。 

 ◇業務の重点化 

   マンパワー、予算、時間などの「資源」の有限性に着目し、取組を重点化する。その際、「ゴ 

  ール」を明確にして職員と共有する。 
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生徒の指標 



旭中全生徒 

令和７年度 旭中学校 生徒数，学級編制等 

令和 7 年 11 月 4 現在 

 学級数 
生徒数 

男 女 計 

1 年 5 72 75 147 

2 年 5 93 80 173 

3 年 5 76 85 161 
あしなみ 
おおぞら 4 17 4 21 

相談 5 14 16 30 

 24 272 260 532 

◇日本語指導教室 

◇かがやきルーム 

◇あかりルーム（スクールカウンセラー） 

◇オアシスルーム 

 
 

生徒会総会 
  

中央委員会 
   

 学年・専門委員会 
  

学級活動 
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【生徒会組織図】  



1. 生徒会紹介 

生徒会組織について 

総会 

全生徒が参加し，年に１回開かれます。予算案や活動計画案などを，全生徒によって協議しま

す。 
中央委員会 
生徒会役員と学級委員長の集まりで，月に１回開催します。委

員会や学級の活動についての承認や問題点などについて話し合う

調整の場です。（司会は，議長と副議長が務めます） 

◇生徒会執行部役員 

中心になって活躍する生徒たちで，生徒会長，副会長，書記，

会計，庶務，執行部役員，各専門委員長がいます。この生徒たちがいろいろな行事の企画や運営

等を行います。 
◇学級委員長 

各クラスの代表者（男女各 1 名）です。 
学年委員会 

学級委員長が，校内生活の秩序や風紀を維持するための活動や，学校行事に関わることや学年

集会活動の運営等を行います。 
専門委員会 

各クラスから選出される生徒で組織されます。委員長を中心に，それぞれの仕事を分担しなが

ら，継続して活動します。 
◇環境委員会…校舎内外の環境整備，美化活動に関わることをしています。 
◇給食委員会…学校給食に関わることをしています。           
◇情報委員会…校内の放送活動全般の計画推進に関わること 
       をしています。 
◇図書委員会…学校図書館運営及び校内掲示物に 

関わることをしています。 
◇福祉委員会…福祉・ボランティア活動に関わることをしています。 
◇保体委員会…健康観察簿や加湿器の管理，石鹸の補充など保健に関わることをしています。 

特別委員会 

専門委員会同様， 各クラスから選出される生徒で組織されます。互選によって選出された 
委員長を中心に，次の活動をしています。 

 体育祭実行委員会・・・・・・・体育祭実施に関わることをしています。 

 文化祭実行委員会・・・・・・・文化祭実施に関わることをしています。 

 合唱コンクール実行委員会・・・合唱コンクール実施に関わることをしています。 

 選挙管理委員会・・・・・・・・生徒会役員選挙に関わることをしています。 

 生徒会誌編集委員会・・・・・・生徒会誌発行に関わることをしています。 

 その他・・・・・・・・・必要に応じて中央委員会の承認で組織することができます。 
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小学校でのあいさつ運動 

旭中学校の生徒が地域学校園の小学校に出向き，あいさつ運動を

行います。お互いに元気なあいさつをすることで，朝から気持ちの

いいスタートを切ることができました。中学生が小学校に出向くこ

とで，小学生が中学生になったときに，またあいさつ運動に行くこ

とで伝統が受け継がれていきます。 
                              

生徒会が運営する主な学校行事 

体育祭 

 
 
 

 
 

クラスごとに色を決め，色別優勝を目指し，徒競走やリレーなど，いろいろな種目で競技しま

す。毎年恒例の色別応援合戦では，3 年生が中心となって 1・2 年生と共に，一致団結した見事な

演舞を披露します。 
 

 

文化祭 

  

本年度の文化祭は，栃木県総合文化センターで行いました。例年，合唱コンクールや有志発表

で盛り上がります。文化祭実行委員会が一致団結し，企画運営を行うなど工夫しながら実施して

います。 
本年も，合唱コンクール，少年の主張，英語スピーチ発表，総合的な学習発表，吹奏楽部演奏，

有志発表等，全力を尽くし素晴らしい発表となりました。 
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2. 中学校の学習 

授業に臨む心構え 

・チャイム前の着席を心がけましょう。 
・忘れ物をしないようにしましょう。 

 ・授業には次のような『学習の約束』があります。 
 
 
 
 
 
 
 

小学校とはここが違う 

・国語 社会 数学 理科 英語 音楽 美術 保健体育 

技術・家庭 道徳 学級活動 総合的な学習の時間 

（旭タイム）（太字は名称が変わる教科，新たに増えた教科） 

 ・５０分授業です。 

  ・教科によって担当教師が替わります。 

・時間割は，１期と２期で替わります。 

  ・自主学習ノートで基礎学力の定着と家庭学習の習慣化を図り，学力向上を目指します。 

テストについて 

 ・単元末テスト（単元ごとに，観点別に評価する資料とする。） 

 ・定期テスト（年４回実施し，観点別に評価する資料とする。得点と順位は個人に提示する。） 

 ・実力テスト（業者）（既習全範囲から出題する総合的なテスト。得点と順位は個人に提示する。） 

   

成績（評価・評定）について   

・評価は，「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の観点

で，観点別にABCの３段階評価します。評価するための資料は，授業でのグループや学習

における話し合い，ノートやワークシートの記述，レポートの作成発表，課題への計画的

取組，定期テスト，単元末テストなどです。 

・評定は，５４３２１の５段階とします。 
  観点別評価の蓄積によって，５４３２１の５段階で評定をつけます。  
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１年生 時間割の例 

 
月 火 水 木 金 

１ 
国

語 

数

学 

国

語 

数

学 

道

徳 

２ 
体

育 

英

語 

理

科 

社

会 

音

楽 

３ 
技

家 

美

術 

社

会 

英

語 

国

語 

４ 
技

家 

美

術 

体

育 

体

育 

数

学 

５ 
社

会 

学

活 

数

学 

理

科 

英

語 

６ 
英

語 

総

合 
 

国

語 

理

科 

１ 授業には学習用具を整えて 
２ 発言は挙手して「はい」と返事して 
３ 発表は，耳を傾け 目で聞こう 
４ 授業では素直な気持ちで 真剣に 



中学校生活と生徒心得 

登下校時間 

・登校： ８時１０分 始業：８時１５分 
・下校：１４時５０分（５校時の日／水曜日） 

１６時１０分（６校時の日／月・火・木・金曜日） 
服装について 

〇制服（ブレザー、Yシャツ、ネクタイ、リボン、スラックス、スカート、名札） 

・登下校時は制服を着用する。 

 ＊部活動の朝練習に参加した場合や、部活動終了後に下校する場合は除く。 

朝練習に参加した場合は、制服に着替えてから朝の会に参加する。   

 ＊本校指定のニットベストは年間を通して着用してよい。 

・夏服期間（６月～９月） 

 ＊５月と１０月は衣替え移行期間なので夏服、冬服のどちらでもよい。 

 ＊ブレザーを着用しない。 

 ＊ネクタイリボンは、着用しなくてもよい。Yシャツの第１ボタンのみ開けてよい。 

・真夏日や猛暑日は、期間を定め、体操着登下校の許可をする。（中学校で判断して期間を定める） 

・スカート・・・丈は膝が隠れる程度 

・Yシャツ・・・長袖、半袖どちらも可。各自が調整して着用する。 

・ネクタイ、リボン・・・Yシャツの第１ボタンを閉めて着用する。 

・名札・・・校内で着用する。登下校時は防犯上の理由でつけない。 

・スカートのつりは着用しないことも可。 

〇靴下 

 ・白の単色（ワンポイント可） 

 ・くるぶしがすべて隠れる長さとする。 

〇靴  

 ・屋内では上履き（本校指定）をはく。 

 ・体育館では体育館シューズ（本校指定）をはく。 

 ・屋外では白の運動靴をはく。 

〇ベルト 

 ・黒、茶、紺色で装飾のないシングルピンのベルトとする。 

〇体操着（体操着長袖、体操着長ズボン、半袖体育着、ハーフパンツ） 

 ・保健体育の授業、清掃等の時間に体操着を着用する。 

 ・体操着名札はジャージ、体操着に刺繍する。 
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３分前着席!! 



【防寒着】 

〇セーター（長袖・ベスト） 

 ・Vネックの無地で、色は黒、紺、グレーの単色。 

 ・サイズは袖、裾から出ない大きさとする。 

 ・校舎内ではセーターのみでも可。（カーディガンは不可） 

〇コート・ウインドブレーカー等 

 ・色などは特に指定しませんが、通学にふさわしいものとする。(令和７年度変更点) 

  ＊膝上までの長さのものとする（安全面のため） 

〇マフラー、ネックウォーマー、帽子、耳あて、手袋可。 

 ・安全に留意したものを着用できる。  

〇タイツ、ストッキング、レギンス 

 ・黒で無地とする。 

  ＊靴下を履く場合は同系色の靴下（黒色）を着用しても良い 

 

頭髪について 

 ・活動しやすい清潔な髪型にする。 

 ・前髪は目にかからない長さ（視界不良・視力低下のため） 

 ・肩にかかる長さであれば縛る。その際に横髪はまとめて縛るかピンでとめる。 

   （保健体育科の授業で運動の妨げ、また理科や技術科の作業で危険が伴うため） 

 ・髪を縛る位置は授業中他の生徒の迷惑にならない位置にする。 

 ・縛るゴムの色は黒、紺、茶色として装飾品がついていないものとする。 

 ・ヘアピンは黒、紺とし、装飾品がついていないものとする。 

 ・脱色、染色等、手を加えない。 

 ・寝ぐせ等身だしなみをしっかりと整える。 

 ・整髪料やドライヤー、ヘアアイロンで不自然なくせをつけたりしない。 

＊服装、頭髪について、特段の事情がある場合は、保護者・教職員で話し合い、この限りでない場合

もあります。 

学校への持ち込みを禁止しているもの 

●刃物，火気などの危険物 

●整髪用器具や整髪料 

●アメ，ガムなどの飲食物 

●携帯電話やゲーム類 

●その他学校長が不要と判断するもの 
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部活動（令和７年度） 

運動部  

・野球 ・バレーボール ・バスケットボール ・サッカー ・ソフトテニス 
・陸上競技 ・卓球 ・剣道 ・弓道 ・バドミントン 
文化部  

・吹奏楽 ・科学技術 ・美術  

3. その他 

入学式について 

 
日時 令和８年４月９日（木）  

受付開始 午前７時４５分 ， 開式 午前９時 
場所 宇都宮市立旭中学校 体育館（２階アリーナ） 

 
(1) 当日は，保護者は入学通知書をご持参の上，８時２０分までに体育館１Ｆ玄関で受付を

済ませてください。 

(2) 新入生は，校庭の朝礼台前の掲示板で自分の学級番号を確認してください。校庭には学

級番号が書かれたプラカードを持った中学生がいますので，そこに集合し,引率されて各教

室に移動します。１年生の教室は北校舎３階です。新入生は各教室で入学式の説明を受け

てから体育館に入場しますので，８時１０分までには各教室に入れるように来校してくだ

さい。なお，靴は東昇降口にクラス番号が表示されたくつ箱がありますので，自分の学級

のくつ箱に入れてください。（靴，上履きには必ず記名をしてください。） 

(3) 入学通知書の氏名・生年月日等に誤記がある場合は，入学式以前に教育委員会に連絡を

しておいてください。 

(4)入学式の中では，「新入生認証」で担任から 1 人 1 人呼名されますので，大きな声で 
「はい」と返事をしてください。また，校歌を歌います。本資料最後に楽譜と歌詞を載せて

おきましたので，練習する際には参考にしてください。 
※問い合わせ等連絡先  

    旭中学校   TEL ６３４－９１７７ 

食物アレルギーについて 

 学校給食で対応している食物アレルギーのお子様についての情報は，小学校から引き継い

でいます。 

 中学校入学後４月９日（木）から給食が始まりますので，小学校で食物アレルギーの対応

をされていないお子様でご心配がある場合は，２月２７日（金）までに旭中学校栄養教諭 

平山まで連絡をお願いします。（TEL ６３４－９１７７） 
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学校諸経費（集金）納入について 
１ 納入方法 

学校諸経費（集金）の納入は，事故を防ぐため口座振替で行っております。 
 
２ 取扱金融機関 

学校諸経費（集金）引落しに利用できる金融機関は，足利銀行と栃木銀行です。 
 
３ 引落し口座の登録 
  「預金口座振替依頼書」や「Web 口振受付サービス」（栃木銀行のみ）に基づき口座登録の

手続きを行います。書類の不備や，指定期限までにお手続きがない場合は，小学校をとおし

てご連絡いたしますので，速やかにご対応くださるよう，お願いいたします。 
 
４ 学校諸経費内訳  
  令和８年度諸経費額・振替日の一覧表は，第１回集金日（5/15 予定）までに配付いたします。 

【参考】令和７年度 第 1 学年 学校諸経費集金の内訳 
 ４・５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 

学校給食費※ ８，６００ ４，３００ ４，３００ ０ ４，３００ 
スポーツ振興センター掛金 ０ ０ ４６０ ０ ０ 

生徒会費 ３００ １５０ １５０ ０ ３００ 
学年費 ２，６００ ９，４００ ２，０００ ０ ２，０００ 

スポーツ文化後援会 １，０００ ５００ ５００ ０ １，０００ 
手をつなぐ親の会 １００ ５０ ５０ ０ １００ 

※PTA 会費 ９００ ４５０ ４５０   ０   ９００ 
月別合計（P 会員） １３，５００ １４，８５０ ７，９１０ ０ ８，６００ 

 

 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２・３月分 
学校給食費※ ４，３００ ４，３００ ４，３００  ４，３００ ８，６００ 
生徒会費 １５０ １５０ １５０ １５０ ３００ 
学年費 ２，６００ １，８２４ ０ ０ ０ 

スポーツ文化後援会 ５００ ５００ ５００ ５００ １，０００ 
手をつなぐ親の会 ５０ ５０ ５０ ５０ １００ 

※PTA 会費 ４５０ ４５０ ４５０ ４５０ ９００ 
月別合計（P 会員） ８，０５０ ７，２７４ ５，４５０ ５，４５０ １０，９００ 

※学校給食費は月額６，３００円ですが，宇都宮市の「保護者給食費等負担軽減事業」により

１か月あたり２，０００円の補助を受けているため，保護者負担額が４，３００円になって

います。 
※PTA 会費は，旭中学校に兄姉が在籍している場合は，兄姉から徴収します。 

５ 教材購入 
教科問題集・資料等の補助教材は，4 月中旬に，直接購入していただいております。 
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ＪＲの学生運賃割引証（乗車券）について 
  
ＪＲから指定を受けた中学・高校・大学・専修・各種学校の学生・生徒が，利用区

間（鉄道線と航路を含む）の片道の営業キロが１０１㎞以上ある場合，運賃が 2 割引

きになります。学校が発行する「学生・生徒旅客運賃割引証」と「学生証」を提出し

て，乗車前に乗車券を購入してください。 
 「学生・生徒旅客運賃割引証」の発行は，事務室で行います。担任をとおして「学

校学生・生徒旅客運賃割引証発行願」を，利用希望日の 1 週間前までに事務室に提出

ください。 
 なお，「学生・生徒旅客運賃割引証」の有効期限は，発行日より 3 か月間です。 
 
 
 

通学定期券の購入について 
  
ＪＲ・東武鉄道等で通学定期券を購入する場合は，「通学証明書」が必要です。「通学

証明書」は事務室で発行します。担任をとおして，「通学証明書発行願」を使用予定

日の 1 週間前までに事務室に提出ください。「通学証明書」の有効期間は，1 か月間

です。  
 

 
 

旭中学校指定制服・指定体育着の販売について 
  

 旭中学校購買部組合 
＊（有）宇都宮コピーセンター 

宇都宮市簗瀬町１７８４－２０ ＴＥＬ０２８－６３６－７０２５ 
 ＊（有）えびや履物店 
     宇都宮市二荒町４－１０    ＴＥＬ０２８－６３３－３９３１ 
 ＊（有）スポーツショップ・ヤマトヤ 
     宇都宮市二荒町２－７     ＴＥＬ０２８－６３５－０８８８ 
 
 ※上履き・体育館シューズ、運動着名札、水着の取扱いも行っています。 

上記の販売店へご相談ください。 
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                                 令和８年度新入学生用(R7.10 月版) 

 

 
宇都宮市では，経済的理由で小中学校に通うお子さんの学用品の購入や学校

給食費の支払いにお困りのご家庭に対し，その一部を支援する「就学援助制度」

を設けています。 

 

Ｑ１：どんな家庭が支援を受けることができるの？                   

Ａ１：生活保護を受給している世帯（要保護）と，それに準じて困窮している世帯（準要保

護）が支援対象（認定）になります。 

   ≪準要保護世帯として認定となる世帯≫ 

   ① 世帯全員の前年所得が生活保護基準の１．３倍未満の世帯 
     生活保護基準は世帯構成（人数・年齢等）や家賃の有無等により異なります。 

『モデル世

帯』 
認定の基準とな

る所得金額の目

安 

（令和６年度） 

世帯人数 ２人 ３人 ４人 

世帯構成 
大人１人 

小学生１人 

大人１人 

中学生１人 

大人１人 

小学生１人 

中学生１人 

大人２人 

小学生１人 

中学生１人 

前年中の世帯全員

の総所得金額 

２３０万円程

度 

２４０万円程

度 

３００万円程

度 

３２０万円程

度 

   ② ひとり親家庭で児童扶養手当の受給が決定した世帯 

③ 病気・災害などで収入が著しく減少した世帯      など 

Ｑ２：どんな支援を受けることができるの？                      

Ａ２：給食や校外活動（遠足，冒険活動等），修学旅行の費用が全額支給されるほか，

学用品通学用品費やＰＴＡ児童生徒会費，クラブ活動費が定額で支給されます。 

   ◇主な支給内容（定額のもの） 
  【参考】令和６年度の支給内容（年額） 

小 学 校 中 学 校 備   考 

学用品通学用品費 １年  １１，６３０円 １年  ２２，７３０円 認定月日によって月割り 

新入学学用品費等 １年  ５７，０６０円 １年  ６３，０００円 
入学準備金を受け取っていない，

４月認定の１年生に限ります。 

ＰＴＡ・児童生徒会費 ３，６００円 ６，０００円 認定月日によって月割り 

クラブ活動費  １１，０００円 認定月日によって月割り 

※ 認定となっても，給食費等の学校集金や修学旅行等の積み立ては原則免除されません。 

※ 生活保護（要保護）世帯は，修学旅行費を除き，生活保護費が支給されます。 

 

Ｑ３：申請はいつすればいいの？                           

Ａ３：入学後，学校から申請書を受け取り，４月中に学校へ申請書を提出してくださ

い。 

Ｑ４：いつ頃，どのように支給されるの？                       

Ａ４：年３回（７，１２，３月），学校を通じて支給されます。 

★その他，ご質問・ご相談がございましたら下記連絡先までお問い合わせください。      

宇都宮市教育委員会事務局 学校管理課 就学グループ 

（市役所 13 階 電話：632-2724 平日：８：３０～１７：１５） 
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「就学援助制度」を知っていますか？ 
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